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市内の対象事業所にお願いしている「雇用・労働基本調査」の回答期限は31（木）です。労働環境の実態と動向を把握し、今後の労働行政の
施策を展開するための基礎資料となります。ご協力をお願いします。（商工労働観光課☎72･3166）INFO PLUS

インフォプラス

　
よ
り
良
い
ま
ち
づ
く
り
の
た
め

市
政
に
つ
い
て
市
長
と
語
り
合
い

ま
せ
ん
か
？

日
時　
17
日
㈭
15
時
〜
17
時

※
1
件
30
分

場
所　

市
役
所

申
込
期
限　

15
日
㈫
17
時
15
分

申
込・問
合
せ　
広
聴・市
民
生
活
課

☎
72・
3
1
9
1

【
燃
え
な
い
ご
み・廃
蛍
光
管
等
】

収
集
日　

9
日
㈬

【
み
ど
り
の
リ
サ
イ
ク
ル
】

収
集
日　

21
日
㈪

問
合
せ　
ご
み・リ
サ
イ
ク
ル
課

☎
72・
3
1
2
6

　
キ
ツ
ネ
は
、エ
キ
ノ
コッ
ク
ス
を
保
有

す
る
こ
と
が
多
い
た
め
、人
の
生
活

圏
に
近
づ
け
な
い
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

○
エ
サ
は
与
え
ず
、絶
対
に
触
ら
な
い

○
大
き
な
音
を
た
て
て
追
い
払
う

○
生
ご
み
、ペッ
ト
の
エ
サ
な
ど
キ
ツ
ネ

　
が
好
む
も
の
は
片
づ
け
る

○
燃
や
せ
る
ご
み
は
収
集
日
の
朝
に

　

出
す

○
木
酢
液
な
ど
キ
ツ
ネ
が
嫌
が
る

　

も
の
を
家
の
周
囲
に
散
布
す
る

問
合
せ　

環
境
課
☎
72・
3
2
4
0

　

道
路
な
ど
に
埋
設
し
て
い
る
水
道

本
管
の
洗
管
作
業
を
実
施
し
ま
す
。 

※
詳
細
は
実
施
地
区
に
チ
ラ
シ
な
ど

で
お
知
ら
せ

日
時　
８
月
下
旬
〜
９
月
上
旬
平
日

23
時
〜
翌
5
時 

※
荒
天
中
止

場
所　

緑
ケ
原
・
虹
が
原
・
中
生
振
・

花
川
南
地
区

問
合
せ　

水
道
施
設
課

☎
72・
3
1
5
6

【
休
日・夜
間
交
付
】

　
「
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
交
付
通
知

書
・
電
子
証
明
書
発
行
通
知
書
」が

届
い
て
い
る
方
を
対
象
に
行
い
ま
す
。 

※
本
人
確
認
書
類
を
持
参
の
こ
と

日
時　

①
5
日
㈯
9
時
〜
12
時

②
24
日
㈭
17
時
30
分
〜
19
時

③
27
日
㈰
9
時
〜
12
時

場
所　
市
民
課（
市
役
所
1
階
1
番
窓
口
）

【
申
請
受
付
臨
時
窓
口
】※
予
約
制

　

写
真
撮
影
を
行
い
、オ
ン
ラ
イ
ン

申
請
手
続
き
を
サ
ポ
ー
ト
し
ま
す
。

日
時　

20
日
㈰
10
時
〜
12
時

場
所　
花
川
南
コ
ミ
セ
ン（
花
川
南
6
・
5
）

申
込
期
間　

1
日
㈫
〜
18
日
㈮

【
共
通
事
項
】

申
込・問
合
せ　

市
民
課

☎
72・
3
1
6
5

　
マ
イ
ナ
ポ
イ
ン
ト
を
受
け
取
る
た

め
の
申
し
込
み
な
ど
の
お
手
伝
い
を

し
て
い
ま
す（
予
約
不
要
）。

受
付
期
限　

9
月
29
日
㈮

平
日
8
時
45
分
〜
17
時
15
分

場
所　

市
役
所
１
階
ロ
ビ
ー（
中
央

階
段
付
近
特
設
窓
口
）

持
ち
物　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
、

暗
証
番
号（
取
得
時
に
設
定
し
た

「
利
用
者
証
明
用
電
子
証
明
書（
４

桁
）」）、本
人
名
義
の
通
帳（
公
金
受

取
口
座
登
録
希
望
の
方
）、対
象

キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
決
済
サ
ー
ビ
ス
の

カ
ー
ド
ま
た
は
ス
マ
ホ
ア
プ
リ

対
象　

令
和
5
年
2
月
ま
で
に
マ
イ

ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
申
請
し
た
方

※
対
象
外
の
方
で
も
健
康
保
険
証

と
し
て
の
利
用
申
し
込
み
や
、公
金

受
取
口
座
の
登
録
サ
ポ
ー
ト
も
可
能

問
合
せ　

市
民
課
☎
72・
3
1
6
5

　

令
和
６
年
度
か
ら
使
用
す
る
小

学
校
用
と
中
学
校
用
の
教
科
用
図

書
の
採
択
結
果
を
閲
覧
で
き
ま
す
。

※
市
教
育
委
員
会
H
P
に
も
掲
載

閲
覧
資
料　

採
択
結
果
・
理
由
、採

択
教
育
委
員
会
協
議
会
資
料
な
ど

日
時　
９
月
１
日
㈮
〜

平
日
８
時
45
分
〜
17
時
15
分

場
所・問
合
せ　

学
校
教
育
課（
市

役
所
4
階
）☎
72・
3
1
7
1

対
象 

①
病
気
な
ど
や
む
を
得
な
い
事
由

　

で
就
学
義
務
の
猶
予
や
免
除
を

　

受
け
た
方
で
、令
和
6
年
3
月
31

　

日
ま
で
に
満
15
歳
以
上
に
な
る
方

②
就
学
義
務
の
猶
予
ま
た
は
免
除

　

を
受
け
ず
、か
つ
令
和
6
年
3
月

　

31
日
ま
で
に
満
15
歳
に
達
す
る

　

方
で
、そ
れ
ま
で
に
中
学
校
を
卒

　

業
で
き
な
い
と
見
込
ま
れ
る
こ
と

　
に
つ
い
て
や
む
を
得
な
い
事
由
が

　

あ
る
と
文
部
科
学
大
臣
が
認
め

　

た
方

③
日
本
国
籍
を
有
さ
ず
、令
和
6
年

　

3
月
31
日
ま
で
に
満
15
歳
以
上

　
に
な
る
方

④ 

①
③
以
外
の
令
和
6
年
3
月
31

　

日
ま
で
に
満
16
歳
以
上
に
な
る
方

試
験
日　

10
月
19
日
㈭

申
込
方
法　

道
教
育
委
員
会
ま
た
は

文
部
科
学
省
で
配
布
の
願
書
を
提
出

申
込
期
限　

9
月
1
日
㈮

申
込・問
合
せ　

文
部
科
学
省
生
涯

学
習
推
進
課（
〒　
　
　
　
　
東
京

都
千
代
田
区
霞
が
関
3
・
2
・
2
）

☎
03・
5
2
5
3
・
4
1
1
1

　

児
童
扶
養
手
当
を
受
給
し
て
い

る
方
は
、所
得
や
養
育
状
況
な
ど
を

確
認
す
る
た
め
、「
現
況
届
」の
提

出
が
必
要
で
す
。未
提
出
の
場
合
、

11
月
分
以
降
の
手
当
が
受
給
で
き

ま
せ
ん（
2
年
間
未
提
出
の
場
合
は

受
給
権
が
消
滅
）。

※
現
況
届
の
案
内
が
8
月
中
旬
ま
で

に
届
か
な
い
場
合
は
要
問
合
せ

日
中
受
付　

1
日
㈫
〜
31
日
㈭

平
日
8
時
45
分
〜
17
時
15
分

夜
間
受
付　

4
日
㈮・22
日
㈫・30
日

㈬
の
17
時
15
分
〜
20
時 

※
支
所
除
く   

持
ち
物　

指
示
す
る
書
類

提
出
方
法　

原
則
、受
給
者
本
人
が

問
合
せ
先
ま
た
は
各
支
所
市
民
福

祉
課
に
来
庁
の
こ
と

※
郵
送
希
望
の
場
合
は
要
問
合
せ

問
合
せ　

子
ど
も
家
庭
課（
市
役
所

1
階
18
番
窓
口
）☎
72・
3
1
2
8

　

特
別
児
童
扶
養
手
当
・
特
別
障

害
者
手
当
・
障
害
児
福
祉
手
当
・
経

過
的
福
祉
手
当
を
受
給
し
て
い
る

方
は
、８
月
〜
令
和
６
年
７
月
ま
で

の
受
給
資
格
確
認
の
た
め
、「
所
得

状
況
届
」
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

未
提
出
の
場
合
、８
月
以
降
の
手
当

が
受
給
で
き
ま
せ
ん（
２
年
間
未
提

出
の
場
合
は
受
給
権
が
消
滅
）。

※
書
類
は
7
月
31
日
㈪
発
送
済
み

提
出
期
間　

10
日
㈭
〜
9
月
11
日

㈪
の
平
日

提
出・問
合
せ　

障
が
い
福
祉
課（
り

ん
く
る
1
階
）☎
72・
3
1
9
4

　

国
民
年
金
は
、原
則
と
し
て
20
歳

〜
60
歳
ま
で
の
加
入
期
間
や
保
険
料

の
納
付
状
況
に
よ
っ
て
年
金
額
が
決

定
し
ま
す
。や
む
を
得
な
い
事
情
で

過
去
に
保
険
料
を
納
め
ら
れ
な
か
っ

た
期
間
や
、加
入
し
て
い
な
い
期
間

が
あ
る
な
ど
、満
額
の
老
齢
基
礎
年

金
を
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
な
い
方

で
、現
在
厚
生
年
金
や
共
済
年
金
に

加
入
し
て
い
な
い
場
合
、申
し
出
に

よ
り
任
意
で
国
民
年
金
に
加
入
で

き
ま
す
。

任
意
加
入
の
条
件　

次
の
全
て
の

条
件
を
満
た
す
方

○
日
本
国
内
に
住
所
を
有
す
る
60

　

歳
以
上
65
歳
未
満
の
方
ま
た
は

　

外
国
に
居
住
す
る
20
歳
以
上
65

　

歳
未
満
の
日
本
国
籍
の
方　
　

○
老
齢
基
礎
年
金
の
繰
り
上
げ
支

　

給
を
受
け
て
い
な
い
方

○
20
歳
〜
60
歳
ま
で
の
年
金
保
険

　

料
の
納
付
月
数
が
4
8
0
カ
月

　

未
満
の
方

※
保
険
料
の
支
払
い
は
口
座
振
替

※
外
国
に
居
住
す
る
方
で
日
本
に

協
力
者（
親
族
）が
い
る
場
合
の
み

納
付
書
納
付
可

※
任
意
加
入
中
は
保
険
料
免
除
制

度
の
利
用
不
可

※
受
給
資
格
期
間（
1
2
0
カ
月
）

を
満
た
し
て
い
な
い
場
合
に
限
り
、

65
歳
以
上
70
歳
未
満
の
方
も
加
入
可

問
合
せ　

市
民
課
☎
72・
3
1
2
2

     

　

船
場
町
の
漁
業
者
用
桟
橋
付
近

に
河
川
管
理
者
の
許
可
を
得
ず
放

置
し
て
い
る
物
件
の
所
有
者
は
、期

限
ま
で
に
連
絡
し
て
く
だ
さ
い
。連

絡
が
な
い
物
件
は
河
川
管
理
者
が

必
要
な
措
置
を
講
じ
ま
す
。

期
限　

10
月
31
日
㈫

問
合
せ　

札
幌
河
川
事
務
所

☎
0
1
1
・
5
8
1
・
3
2
3
5

6月の開催状況 ■広聴・市民生活課☎72・3191問

　公開される審議会などの開催予定は、あい・ボードや
市ＨＰなどで都度お知らせしています。議事録は市情報
公開コーナー（1階）と市ＨＰで閲覧できます。

開催日 名称（担当課） 主な議題 公開
区分

傍聴
者数

オンデマンド交通
実証運行について

地域公共交通活性化
協議会（企画課）

公
開 3

高齢者に優しい
まちづくりについて

浜益区地域協議会
（浜益支所地域振興課） 3公

開

6

令和5年度社会教育委員
の取り組みについて

社会教育委員の会議
（社会教育課） 0公

開9

情報・コミュニケーション
条例（仮称）に係る検討
委員会（障がい福祉課）

条例・方針書の内容の
検討について30 公

開 3

要介護、要支援の審査・
判定（6月中9回開催）

介護認定審査会
（高齢者支援課）

非
公
開

障害者総合支援認定
審査会（障がい福祉課）

障害者総合支援法に基づく
介護給付等申請者の
障害支援区分の審査

26
非
公
開

在宅介護実態調査
（調査結果）について

介護保険事業運営推進
協議会（高齢者支援課） 0公

開

市民の声を
活かす条例 審議会のうごき

お知らせ
■所 市役所
りんくる

市役所からの

（花川北6・1・30・2）
（花川北6・1・41・1）

市
長
室
開
放

ご
み
の
収
集
日

キ
ツ
ネ
を
近
づ
け
な
い
方
法

中
学
校
卒
業
程
度
認
定
試
験

水
道
本
管
の
洗
管
作
業

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

マ
イ
ナ
ポ
イ
ン
ト

申
し
込
み
な
ど
の
サ
ポ
ー
ト

教
科
用
図
書
の

採
択
結
果
な
ど
を
公
表
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厚生労働省は、7月末現在で常用労働者が１人～４人の事業所を対象に、労働者の賃金や労働時間などを把握するために「毎月勤労統計調査 特別
調査」を実施します。８月～９月に統計調査員が訪問しますのでご協力をお願いします。（北海道総合政策部計画局統計課☎011・204・5146）INFO PLUS

インフォプラス

時
間
外
納
付・相
談
窓
口

開
設
窓
口

※上下水道料金と時間外の窓口では石狩ハイスタンプ
　会が発行するハイスタンプ券での納付はできません

※上記日時以外の相談は各課窓口へ
※厚田・浜益支所では時間外の窓口を開設し
　 ていません

平日8時45分～17時15分
石狩ハイスタンプ券での納付

納
期
限

上下水道料金（7月分）10㈭

市・道民税（第2期）
後期高齢者医療保険料（第2期）
国民健康保険税（第3期）
介護保険料（第3期）
市営住宅使用料（8月分）

31㈭

24㈭17時15分～20時

27㈰10時～15時 ※上下水道料金除く

●市税と国民健康保険税
●後期高齢者医療保険料
納税課（市役所1階15番窓口）
☎72・3121

●上下水道料金
水道営業課（市役所2階8番窓口）
☎72・3133

開
設
日
時

　
よ
り
良
い
ま
ち
づ
く
り
の
た
め

市
政
に
つ
い
て
市
長
と
語
り
合
い

ま
せ
ん
か
？

日
時　
17
日
㈭
15
時
〜
17
時

※
1
件
30
分

場
所　

市
役
所

申
込
期
限　

15
日
㈫
17
時
15
分

申
込・問
合
せ　
広
聴・市
民
生
活
課

☎
72・
3
1
9
1

【
燃
え
な
い
ご
み・廃
蛍
光
管
等
】

収
集
日　

9
日
㈬

【
み
ど
り
の
リ
サ
イ
ク
ル
】

収
集
日　

21
日
㈪

問
合
せ　
ご
み・リ
サ
イ
ク
ル
課

☎
72・
3
1
2
6

　
キ
ツ
ネ
は
、エ
キ
ノ
コッ
ク
ス
を
保
有

す
る
こ
と
が
多
い
た
め
、人
の
生
活

圏
に
近
づ
け
な
い
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

○
エ
サ
は
与
え
ず
、絶
対
に
触
ら
な
い

○
大
き
な
音
を
た
て
て
追
い
払
う

○
生
ご
み
、ペッ
ト
の
エ
サ
な
ど
キ
ツ
ネ

　
が
好
む
も
の
は
片
づ
け
る

○
燃
や
せ
る
ご
み
は
収
集
日
の
朝
に

　

出
す

○
木
酢
液
な
ど
キ
ツ
ネ
が
嫌
が
る

　

も
の
を
家
の
周
囲
に
散
布
す
る

問
合
せ　

環
境
課
☎
72・
3
2
4
0

　

道
路
な
ど
に
埋
設
し
て
い
る
水
道

本
管
の
洗
管
作
業
を
実
施
し
ま
す
。 

※
詳
細
は
実
施
地
区
に
チ
ラ
シ
な
ど

で
お
知
ら
せ

日
時　
８
月
下
旬
〜
９
月
上
旬
平
日

23
時
〜
翌
5
時 

※
荒
天
中
止

場
所　

緑
ケ
原
・
虹
が
原
・
中
生
振
・

花
川
南
地
区

問
合
せ　

水
道
施
設
課

☎
72・
3
1
5
6

【
休
日・夜
間
交
付
】

　
「
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
交
付
通
知

書
・
電
子
証
明
書
発
行
通
知
書
」が

届
い
て
い
る
方
を
対
象
に
行
い
ま
す
。 

※
本
人
確
認
書
類
を
持
参
の
こ
と

日
時　

①
5
日
㈯
9
時
〜
12
時

②
24
日
㈭
17
時
30
分
〜
19
時

③
27
日
㈰
9
時
〜
12
時

場
所　
市
民
課（
市
役
所
1
階
1
番
窓
口
）

【
申
請
受
付
臨
時
窓
口
】※
予
約
制

　

写
真
撮
影
を
行
い
、オ
ン
ラ
イ
ン

申
請
手
続
き
を
サ
ポ
ー
ト
し
ま
す
。

日
時　

20
日
㈰
10
時
〜
12
時

場
所　
花
川
南
コ
ミ
セ
ン（
花
川
南
6
・
5
）

申
込
期
間　

1
日
㈫
〜
18
日
㈮

【
共
通
事
項
】

申
込・問
合
せ　

市
民
課

☎
72・
3
1
6
5

　
マ
イ
ナ
ポ
イ
ン
ト
を
受
け
取
る
た

め
の
申
し
込
み
な
ど
の
お
手
伝
い
を

し
て
い
ま
す（
予
約
不
要
）。

受
付
期
限　

9
月
29
日
㈮

平
日
8
時
45
分
〜
17
時
15
分

場
所　

市
役
所
１
階
ロ
ビ
ー（
中
央

階
段
付
近
特
設
窓
口
）

持
ち
物　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
、

暗
証
番
号（
取
得
時
に
設
定
し
た

「
利
用
者
証
明
用
電
子
証
明
書（
４

桁
）」）、本
人
名
義
の
通
帳（
公
金
受

取
口
座
登
録
希
望
の
方
）、対
象

キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
決
済
サ
ー
ビ
ス
の

カ
ー
ド
ま
た
は
ス
マ
ホ
ア
プ
リ

対
象　

令
和
5
年
2
月
ま
で
に
マ
イ

ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
申
請
し
た
方

※
対
象
外
の
方
で
も
健
康
保
険
証

と
し
て
の
利
用
申
し
込
み
や
、公
金

受
取
口
座
の
登
録
サ
ポ
ー
ト
も
可
能

問
合
せ　

市
民
課
☎
72・
3
1
6
5

　

令
和
６
年
度
か
ら
使
用
す
る
小

学
校
用
と
中
学
校
用
の
教
科
用
図

書
の
採
択
結
果
を
閲
覧
で
き
ま
す
。

※
市
教
育
委
員
会
H
P
に
も
掲
載

閲
覧
資
料　

採
択
結
果
・
理
由
、採

択
教
育
委
員
会
協
議
会
資
料
な
ど

日
時　
９
月
１
日
㈮
〜

平
日
８
時
45
分
〜
17
時
15
分

場
所・問
合
せ　

学
校
教
育
課（
市

役
所
4
階
）☎
72・
3
1
7
1

対
象 

①
病
気
な
ど
や
む
を
得
な
い
事
由

　

で
就
学
義
務
の
猶
予
や
免
除
を

　

受
け
た
方
で
、令
和
6
年
3
月
31

　

日
ま
で
に
満
15
歳
以
上
に
な
る
方

②
就
学
義
務
の
猶
予
ま
た
は
免
除

　

を
受
け
ず
、か
つ
令
和
6
年
3
月

　

31
日
ま
で
に
満
15
歳
に
達
す
る

　

方
で
、そ
れ
ま
で
に
中
学
校
を
卒

　

業
で
き
な
い
と
見
込
ま
れ
る
こ
と

　
に
つ
い
て
や
む
を
得
な
い
事
由
が

　

あ
る
と
文
部
科
学
大
臣
が
認
め

　

た
方

③
日
本
国
籍
を
有
さ
ず
、令
和
6
年

　

3
月
31
日
ま
で
に
満
15
歳
以
上

　
に
な
る
方

④ 

①
③
以
外
の
令
和
6
年
3
月
31

　

日
ま
で
に
満
16
歳
以
上
に
な
る
方

試
験
日　

10
月
19
日
㈭

申
込
方
法　

道
教
育
委
員
会
ま
た
は

文
部
科
学
省
で
配
布
の
願
書
を
提
出

申
込
期
限　

9
月
1
日
㈮

申
込・問
合
せ　

文
部
科
学
省
生
涯

学
習
推
進
課（
〒　
　
　
　
　
東
京

都
千
代
田
区
霞
が
関
3
・
2
・
2
）

☎
03・
5
2
5
3
・
4
1
1
1

　

児
童
扶
養
手
当
を
受
給
し
て
い

る
方
は
、所
得
や
養
育
状
況
な
ど
を

確
認
す
る
た
め
、「
現
況
届
」の
提

出
が
必
要
で
す
。未
提
出
の
場
合
、

11
月
分
以
降
の
手
当
が
受
給
で
き

ま
せ
ん（
2
年
間
未
提
出
の
場
合
は

受
給
権
が
消
滅
）。

※
現
況
届
の
案
内
が
8
月
中
旬
ま
で

に
届
か
な
い
場
合
は
要
問
合
せ

日
中
受
付　

1
日
㈫
〜
31
日
㈭

平
日
8
時
45
分
〜
17
時
15
分

夜
間
受
付　

4
日
㈮・22
日
㈫・30
日

㈬
の
17
時
15
分
〜
20
時 

※
支
所
除
く   

持
ち
物　

指
示
す
る
書
類

提
出
方
法　

原
則
、受
給
者
本
人
が

問
合
せ
先
ま
た
は
各
支
所
市
民
福

祉
課
に
来
庁
の
こ
と

※
郵
送
希
望
の
場
合
は
要
問
合
せ

問
合
せ　

子
ど
も
家
庭
課（
市
役
所

1
階
18
番
窓
口
）☎
72・
3
1
2
8

　

特
別
児
童
扶
養
手
当
・
特
別
障

害
者
手
当
・
障
害
児
福
祉
手
当
・
経

過
的
福
祉
手
当
を
受
給
し
て
い
る

方
は
、８
月
〜
令
和
６
年
７
月
ま
で

の
受
給
資
格
確
認
の
た
め
、「
所
得

状
況
届
」
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

未
提
出
の
場
合
、８
月
以
降
の
手
当

が
受
給
で
き
ま
せ
ん（
２
年
間
未
提

出
の
場
合
は
受
給
権
が
消
滅
）。

※
書
類
は
7
月
31
日
㈪
発
送
済
み

提
出
期
間　

10
日
㈭
〜
9
月
11
日

㈪
の
平
日

提
出・問
合
せ　

障
が
い
福
祉
課（
り

ん
く
る
1
階
）☎
72・
3
1
9
4

　

国
民
年
金
は
、原
則
と
し
て
20
歳

〜
60
歳
ま
で
の
加
入
期
間
や
保
険
料

の
納
付
状
況
に
よ
っ
て
年
金
額
が
決

定
し
ま
す
。や
む
を
得
な
い
事
情
で

過
去
に
保
険
料
を
納
め
ら
れ
な
か
っ

た
期
間
や
、加
入
し
て
い
な
い
期
間

が
あ
る
な
ど
、満
額
の
老
齢
基
礎
年

金
を
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
な
い
方

で
、現
在
厚
生
年
金
や
共
済
年
金
に

加
入
し
て
い
な
い
場
合
、申
し
出
に

よ
り
任
意
で
国
民
年
金
に
加
入
で

き
ま
す
。

任
意
加
入
の
条
件　

次
の
全
て
の

条
件
を
満
た
す
方

○
日
本
国
内
に
住
所
を
有
す
る
60

　

歳
以
上
65
歳
未
満
の
方
ま
た
は

　

外
国
に
居
住
す
る
20
歳
以
上
65

　

歳
未
満
の
日
本
国
籍
の
方　
　

○
老
齢
基
礎
年
金
の
繰
り
上
げ
支

　

給
を
受
け
て
い
な
い
方

○
20
歳
〜
60
歳
ま
で
の
年
金
保
険

　

料
の
納
付
月
数
が
4
8
0
カ
月

　

未
満
の
方

※
保
険
料
の
支
払
い
は
口
座
振
替

※
外
国
に
居
住
す
る
方
で
日
本
に

協
力
者（
親
族
）が
い
る
場
合
の
み

納
付
書
納
付
可

※
任
意
加
入
中
は
保
険
料
免
除
制

度
の
利
用
不
可

※
受
給
資
格
期
間（
1
2
0
カ
月
）

を
満
た
し
て
い
な
い
場
合
に
限
り
、

65
歳
以
上
70
歳
未
満
の
方
も
加
入
可

問
合
せ　

市
民
課
☎
72・
3
1
2
2

     

　

船
場
町
の
漁
業
者
用
桟
橋
付
近

に
河
川
管
理
者
の
許
可
を
得
ず
放

置
し
て
い
る
物
件
の
所
有
者
は
、期

限
ま
で
に
連
絡
し
て
く
だ
さ
い
。連

絡
が
な
い
物
件
は
河
川
管
理
者
が

必
要
な
措
置
を
講
じ
ま
す
。

期
限　

10
月
31
日
㈫

問
合
せ　

札
幌
河
川
事
務
所

☎
0
1
1
・
5
8
1
・
3
2
3
5

100-8959
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国
民
年
金
の
任
意
加
入
制
度

所
有
者
を
探
し
て
い
ま
す

児
童
扶
養
手
当
の
現
況
届

障
が
い
の
あ
る
方
の
た
め
の

各
種
手
当


